
 

 

 

 

 

 

 

 

  ７．GPA（Grade Point Average） 
    ・科目ナンバリング 

 

 

 



 

 

「ＧＰＡ」について 

 

神戸大学では、「学位授与に関する方針」に掲げる国際的に卓越した教育を保証し、「単位の実質化」を進め

るため、平成24年度入学生(*)から「ＧＰＡ（Grade Point Average）」を通知することになりました。 

      (* 学部編入学生や一部の大学院学生は含みません。) 

 

Ⅰ．ＧＰＡについて 

 

「ＧＰＡ」とは、下記「成績評価基準」（秀、優、良、可、不可）に基づいて評価した成績の単位数に、それ

ぞれのＧＰ（Grade Point）を掛けて合計したものを、履修登録を行った単位数の合計で割って計算した、１単

位あたりのＧＰ平均値（Average）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．ＧＰＡ計算について 

 

 

 

 

１．履修登録した科目のうち、ＧＰＡ計算式に入らない科目があります。 

① 成績を「合格」で評価する科目 

② 他大学等で単位修得し、神戸大学が「認定」とした科目 

③ 履修取り消しをした科目（以下「Ⅲ．履修取消制度について」参照） 

④ 資格免許のための科目（教職科目、学芸員関連科目）(*) 

  (* 一部の学部・研究科では計算式に入る科目があります。所属学部、研究科毎にお知らせします。) 

⑤ 所属学部・研究科で指定した科目（所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

 

2．再履修をした場合、過去の「不可」の成績は、原則としてＧＰＡ計算式に入りません。 

・「不可」（不合格）と成績評価された科目を、再び履修登録した場合、再履修した時の「不可～秀」

（ＧＰ=0～４.3）の成績がＧＰＡ計算式に入り、当該科目について過去に付いた「不可」（GP=0）

の成績が、再履修した学期以降のＧＰＡ計算式から除外されます。ただし、過去に計算されたＧＰＡ

（学期）の値は変更されません。 

※所属学部・研究科によっては「除外されない科目」がありますので注意してください。 

（所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

評語名 

（和文） 

評語名 

（英文） 
最小点 最大点 ＧＰ 

秀 Ｓ 90 100 ４．３ 

優 Ａ 80 89 ４ 

良 Ｂ 70 79 ３ 

可 Ｃ 60 69 ２ 

不可 Ｆ 0 59 ０ 

［履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ］の合計  

履修登録した科目の単位数合計（不可を含む）  

※「可」以上が「合格」となり、単位が修得できる。 

「成績評価基準」 

 

ＧＰＡ＝ 
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Ⅲ．履修取消制度について 

 

学期初めに履修登録を行った科目について、途中で履修を中止したい場合、クォーター毎に設けられる履修

取消期間中に、履修を取り消すことができます。 

 

〔履修取消期間〕 

     各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。 

〔取消の対象となる科目〕 

以下のとおり、授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。 

 取消の対象となる開講科目 

第1クォーター履修取消期間 第1クォーター開講科目、前期開講科目、通年開講科目 

第2クォーター履修取消期間 第2クォーター開講科目 

第3クォーター履修取消期間 第3クォーター開講科目、後期開講科目 

第4クォーター履修取消期間 第4クォーター開講科目 

       

☆履修登録や履修取消は、原則として学生自らが「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で行います。 

 

・取り消した科目は、「履修科目一覧表」や「学業成績表」で確認でき、ＧＰＡ計算式に入りません。 

 

・履修取消期間中に取り消さなかった科目は、成績評価の対象となります。取り消さずに途中で履修を中止した

場合、成績評価は「不可」（不合格）となり、ＧＰＡ計算式に入りますので、注意してください。 

 

・取り消した科目も「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」(*)の単位数に入ります。 

履修登録前までに、各授業科目のシラバスで授業内容を必ず確認し、年間の履修計画をしっかりと立てた上で、

履修登録と履修取消を行ってください。 

(*「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」とは、年間又は学期毎に履修登録できる単位数の上限のことです。上限の

単位数については、所属学部・研究科毎にお知らせします。) 

 

・取り消した科目は、履修取消期間終了後、その開講期間中に再び受講（履修）することはできません。 

 

※修学上の理由から、「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない科目」があります。詳

細については、所属学部・研究科毎にお知らせします。 

 

Ⅳ．ＧＰＡの通知について 

 

・成績評価はクォーター毎、「ＧＰＡ」は学期毎に通知されます。併せて「科目ＧＰ(単位数×ＧＰ)」と「ＧＰＡ

（学期）」も通知されます。 

 

 ・通知されたＧＰＡにより、学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し、学習成果の指標とすることができ

ます。 
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  ☆成績評価とＧＰＡは、学生自ら「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で確認できます。 

 

  例えば、下記の成績照会画面（例）では、ＧＰＡは「3.11」です。2016年度前期のＧＰＡは「3.00」でしたが、 

2016年度後期のＧＰＡは「3.22」でしたので、後期の成績評価（平均）が、前期の成績評価（平均）より上昇した 

ことがわかります。 

 

 

 

 ※ＧＰＡは小数点第３位を四捨五入して表示されます。 

 

 

 

 

 
 

（理学部・理学研究科における取扱い） 

 

集中講義の履修取消期間について（学部・大学院共通） 

 

                      平成 23 年 12 月 9 日教務委員会決定 

                     平成 23 年 12 月 16 日教授会決定  

 

正規の履修取消期間以前に行われる集中講義（集中講義の期間が履修取消期間に重なる場合も含

む）については、講義が始まる前日までに教務学生係に紙媒体で申し出ることにより取り消すこと

ができることとする。履修取消期間後に行われる集中講義については、通常の講義と同様に、履修

取消期間内に教務情報システムから行うこととする。 

 

ＧＰＡ計算から除外する科目について（学部） 

 

平成 23 年 12 月 9 日教務委員会決定 

平成 23 年 12 月 16 日教授会決定 

 

１ 「合格」及び「認定」と評価された授業科目は除外科目とする。 

２ 卒業要件に含まれない授業科目（教職科目や学芸員関連科目などの資格免許のための科目）は

除外科目とする。 

３ 卒業要件に含まれるが、他学部で開講される授業科目は除外科目とする。 

■ＧＰＡ 

ＧＰＡ 科目ＧＰ合計 計算単位数 計算日 

3.11 118 38 2017年3月15日 

■ＧＰＡ（学期） 

年度 

前期 後期 

ＧＰＡ（学期） 科目ＧＰ合計 
計算単位

数 
計算日 ＧＰＡ（学期） 科目ＧＰ合計 

計算単位

数 
計算日 

2016年度 3.00 60 20 2016年9月15日 3.22 58 18 2017年3月15日 

No 区 分 大区分 中区分 科目名 単位数 修得年

度 

修得学

期 

評語 科目ＧＰ 合否 

1 全学共通授業科目 基礎教養科目  ○○○○○ 2 2015 前期 秀 8.6 合 

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）単位修得状
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      第１章  総   則 

 （趣  旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規定に基づ

き，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （教育憲章） 

第２条 本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うものとする。 

 （学  部） 

第３条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。 

 文 学 部       人文学科 

 国際文化学部 国際文化学科 

 発 達 科 学 部       人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科，人間環境学科 

 法 学 部       法律学科 

 経 済 学 部       経済学科 

 経 営 学 部       経営学科 

 理 学 部       数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科 

 医 学 部       医学科，保健学科 

工 学 部       建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，情報知能工 

        学科 

 農 学 部       食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科 

海 事 科 学 部       グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニアリン    

        グ学科 

 

 (大 学 院） 

第４条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。 

研 究 科 名      専    攻    名 課程の別 

人文学研究科        文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程 

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程 

人間発達環境学 

研  究  科 
人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程 

法 学 研 究 科        理論法学専攻，政治学専攻 博士課程 

実務法律専攻 専門職学位課程 

経済学研究科        経済学専攻 博士課程 

経営学研究科        
経営学専攻 博士課程

 

現代経営学専攻 専門職学位課程 

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程 

医 学 研 究 科        バイオメディカルサイエンス専攻 修士課程 

医科学専攻 博士課程 

保健学研究科        保健学専攻 博士課程 

 

 

全学共通授業科目におけるＧＰＡの取扱いについて 

（平成２４年度入学者から適用） 

（平成24年5月31日 運営協議会決定） 

    最終改正     平成28年１月28日 

    適用年月日  平成28年４月１日 

１．ＧＰＡ対象科目について       

全学共通授業科目は，「情報基礎」，「Autonomous English 1，２」，「総合科目Ⅰ，Ⅱ」及

び資格免許取得のために履修する「日本国憲法」を除き，全てＧＰＡ対象科目です。（別紙，略） 

２．ＧＰＡ計算方法について       

 全学共通授業科目は，全学の「ＧＰＡの取扱い」に準じて計算を行いますが，以下の授業科目 

については取扱いが異なります。      

（１）基礎教養科目・総合教養科目   

基礎教養科目・総合教養科目は，当該学期に履修したすべての授業科目の成績がＧＰＡ計算式 

に算入されます。 

また，過去に「不可」の成績がある場合は，新たに科目を履修することにより，当該成績の合

格・不合格にかかわらず，1科目につき，同授業科目区分の同単位数の1科目の過去の「不可」の

成績がＧＰＡ計算式から除外されます。過去の「不可」の授業科目と新たに履修した授業科目は，

同一でなくても構いません。 

なお，過去に「不可」の成績となった一つの授業科目の単位数が2単位以上の場合は，新たに同

授業科目区分の同単位数分の科目を履修することにより，過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式

から除外されます。 

（２）外国語科目（Advanced English A1，A2，B，C） 

  Advanced Englishは，＊重複履修が可能な授業科目です。 

  合格，不合格に関わらず，すべての成績(「不可」を含む)がＧＰＡ計算式に算入されます。 

   ＊重複履修とは既に単位を修得した授業科目を繰り返し履修することです。 

３．履修取消について 

 ・やむを得ない事情により，履修取消期間外に手続きが必要な場合は，所属する学部の教務担当

係に申し出てください。所属学部から当該学生の履修取消依頼があれば，履修の取り消しがで

きます。 

 ・集中講義については，講義最終日の前日までとします。（別途，掲示等により指示します。） 

４．その他 

２（１）について，平成27年度以前入学者は以下のとおり取り扱います。 

基礎教養科目・総合教養科目は，当該学期に履修したすべての授業科目の成績がＧＰＡ計算

式に算入されます。 

また，基礎教養科目・総合教養科目・教養原論において過去に「不可」の成績がある場合は，

新たに科目を履修することにより，当該成績の合格・不合格にかかわらず，1科目につき，同単

位数の1科目の過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外されます。過去の「不可」の授業

科目と新たに履修した授業科目は，同一でなくても構いません。 

なお，過去に「不可」の成績となった一つの授業科目の単位数が2単位以上の場合は，新たに

同単位数分の科目を履修することにより，過去の「不可」の成績がＧＰＡ計算式から除外され

ます。 

   上記以外の事項については，全学の「ＧＰＡ」の取扱いに準じて行います。 



 

 

科目ナンバリングの導入について 

 

神戸大学では、各学部および研究科における教育課程の系統性、順次性及び科目の水準を明らか

にし、学生の履修計画、学修活動の手助けとなるように、平成28年度の入学者対象のカリキュラム

から、科目ナンバリングを導入します。 

 

１．基本方針 

 

 各授業科目のナンバリングコードは、以下のとおり7桁の英数字で構成されます。 

 

（例）Ｌ １ Ｈ Ｍ １ ０ ０ 

 

 

第1桁 第2桁 第3～第4桁 第5桁 第6～第7桁 

アルファベッ

ト 

数字 アルファベッ

ト 

数字 数字 

科目提供母体

の部局 

課程 学科、専攻等 科目のカテゴリー 科目のナンバー 

別表1参照 1：学士課程 

2：博士課程前期課程 

3：博士課程後期課程 

別表1参照（開

講部局で設定） 

別表2のとおり 開講部局毎に設

定 

（例）Ｌ １ ＨＭ １ ００ 

文学部 学士課程 人文学科 初級レベルの科目 初年次セミナー 

 

 

第5桁 科目のカテゴリー 

 別表2 

１ 学

士

課

程 

全学共通授業科目・専門授業科

目 

初級レベルの科目 

２ 中級レベルの科目 

３ 上級レベルの科目 

４ 
最上級レベルの科目（卒業論文関連科目を含

む） 

５ 高度教養科目 

６ 大
学
院
課
程 

博士課程前期課程、専門職学位

課程の専門授業科目 

博士課程前期課程、専門職学位課程の基礎科目 

７ 
博士課程前期課程、専門職学位課程の発展科目 

（修士論文関連科目） 

８ 博士課程後期課程の専門授業科目 

０ 卒業要件外の科目（教職科目等資格関連科目） 

 

第6桁～第7桁 開講部局で設定 
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工 学 研 究 科        建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専攻

，応用化学専攻 
博士課程 

システム情報学  
研  究  科 

システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻 博士課程 

農 学 研 究 科        食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専

攻 
博士課程 

海事科学研究科        海事科学専攻 博士課程 

国際協力研究科        国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程 

科学技術イノベ 

ーション研究科 
科学技術イノベーション専攻 修士課程 

 

２ 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営

学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事

科学研究科及び国際協力研究科の博士課程は，これを前期２年の課程（以下「前期課程」とい

う。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期課程は，これを修士課

程として取り扱うものとする。 

３ 法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法

（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第99条第２項に規定する専門職大学院の課程と

し，法学研究科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号）第

18条第１項に規定する法科大学院とする。 

 （乗船実習科） 

第５条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成16年４月１日制

定）で定める。 

 （収容定員） 

第６条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

 （学  年） 

第７条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。 

 （学期・クォーター） 

第８条 学年を分けて，次の２期とする。 

   前期 ４月１日から９月30日まで 

   後期 10月１日から翌年３月31日まで 

２ 前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。 

３ 各クォーターの始期及び終期については，別に定める。 

 （休 業 日） 

第９条 定期の休業日は，次のとおりとする。 

   日曜日及び土曜日 
   国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 
   本学創立記念日 ５月15日 
   夏季休業 ８月８日から９月30日まで 
   冬季休業 12月25日から翌年１月７日まで 



 

 

理学部・理学研究科のナンバリングコードについて 

 

３，４桁目（学科・専攻等） 

理学部共通：ＳＣ, 数学科・数学専攻：ＭＡ, 物理学科・物理学専攻：ＰＨ 

化学科・化学専攻：ＣＨ,  生物学科・生物学専攻：ＢＩ, 惑星学科・惑星学専攻：ＷＡ 

 

●高度教養科目（理学部共通） 

６桁目 ０：英語サマースクール科目、１：外部向け科目、２：入門セミナー科目、 

３：基礎セミナー科目である。 

７桁目 連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

 

◎数学科・数学専攻 

●学部 

５桁目は履修すべき学年を表す。 

６桁目は分野を表し、１代数学、２幾何学、３解析学、４応用数学、０その他である。 

７桁目は科目の順次性を表す。５桁目及び６桁目が等しく７桁目の数字が連続している科目は、数

字の順に履修しないと理解が不能である。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●修士（博士課程前期課程） 

５桁目は基本となる科目が６、より高度な科目が７である。 

修士の科目には履修の順がなく、６～７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●博士（博士課程後期課程） 

科目に履修の順がなく、６～７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

 

◎物理学科・物理学専攻 

●学部 

５桁目は履修すべき学年を表す。 

６桁目は分野を表し、０力学、１物理数学、２電磁気学、３統計物理学、４量子力学、 

５実験物理学 、６物性関係専門科目、７その他専門科目、８初年次セミナー、９その他である。 

７桁目は科目の順次性を表す。５桁目及び６桁目が等しく７桁目の数字が連続している科目は、数

字の順に履修しないと理解が不能である。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●修士（博士課程前期課程） 

５桁目は基本となる科目が６、より高度な科目が７である。 

修士の科目には履修の順がなく、６～７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●博士（博士課程後期課程） 

科目に履修の順がなく、６～７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 
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２ 臨時の休業日は，学長が定める。 

３ 教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部

及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。 

４ 教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等

を行うことができる。 

 

      第２章 学   部 

       第１節 入   学 

 

 （入学許可） 

第10条 次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第17条に規定する入学手続を完

了した者（第18条の規定により入学料の免除を申請している者及び第19条の規定により入学料の

徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を許可する。 

 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相

当する学校教育を修了した者 

 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

 (5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号） 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26

年文部省令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資格検定（以下「旧検定」とい

う。）に合格した者を含む。） 

 (8) 法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育

を受けさせるにふさわしい学力があると認めたもの 

 (9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で，18歳に達したもの 

 （早期入学） 

第11条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野

において特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができ

る。 

 (1) 高等学校に２年以上在学した者 

 (2) 中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在学した者 

 (3) 外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以上在学した

者 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（高



 

 

◎化学科・化学専攻 

いずれのナンバーも６桁目は分野を表し、１物理化学、２量子化学、３無機化学、４分析化学、 

５有機化学、６生物化学、７実験科目、８その他である。 

●学部 

５桁目は履修すべき学年を表す。７桁目は科目の順次性を表す。 

５桁目及び６桁目が等しく７桁目の数字が連続している科目は、数字の順に履修しないと理解が不

能である。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●修士（博士課程前期課程） 

５桁目は基本となる科目が６、より高度な科目が７である。 

修士の科目には履修の順がなく、７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小は特に意味を持たない。 

●博士（博士課程後期課程） 

科目に履修の順がなく、７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小は特に意味を持たない。 

 

◎生物学科・生物学専攻 

●学部 

５桁目は履修すべき学年を表す。 

６-７桁目は科目の順次性を表す。５桁目が等しく、６-７桁目の数字が連続している科目は、数字

の順に履修しないと理解が不能である。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●修士（博士課程前期課程） 

５桁目は基本となる科目が６、より高度な科目が７である。 

修士の科目には履修の順がなく、６〜７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●博士（博士課程後期課程） 

科目に履修の順がなく、６〜７桁目の数字は連続しない。  

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

 

◎惑星学科・惑星学専攻 

●学部 

５桁目は履修すべき学年を表す。 

６桁目は特に意味はない。 

７桁目は科目の順次性を表す。５桁目及び６桁目が等しく７桁目の数字が連続している科目は、数

字の順に履修しないと理解が不能である。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

●修士（博士課程前期課程） 

５桁目は基本となる科目が６、より高度な科目が７である。 

５桁目及び６桁目が等しく７桁目の数字が連続している科目は、数字の順に 

履修しないと理解が不能である。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 
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等学校の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。）の当該課程に２年以上

在学した者 

 (5) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。）第150条第３

号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大

臣が定める日以後において２年以上在学した者 

 (6) 文部科学大臣が指定した者（平成13年文部科学省告示第167号） 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則第４条に定める試験科目の全部（試験の免除を受けた試験科

目を除く。）について合格点を得た者（旧規程第４条に規定する受験科目の全部（旧検定の一

部免除を受けた者については，その免除を受けた科目は除く。）について合格点を得た者を含

む。）で，17歳に達したもの 

２ 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （入 学 期） 

第12条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，

学生を入学させることができる。 

 （編 入 学） 

第13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第10条の

規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 (1) 大学を卒業した者 

 (2) 法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

 (3) 施行規則附則第７条に規定した者 

２ 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済学部又は

経営学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 (1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

 (2) 短期大学を卒業した者 

 (3) 高等専門学校を卒業した者 

 (4) 外国において，前３号と同程度の課程を修了した者 

３ 第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で発達科学部，理学部，工学

部，農学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可

することがある。 

 (1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

 (2) 短期大学を卒業した者 

 (3) 高等専門学校を卒業した者 

 (4) 外国において，前３号と同程度の課程を修了した者 

 (5) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を

満たすものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。） 

４ 第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で医学部保健学科に編入学を志

望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 (1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

 (2) 短期大学を卒業した者 

 (3) 外国において，前２号と同程度の課程を修了した者 

 (4) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を



 

 

●博士（博士課程後期課程） 

科目に履修の順がなく、６～７桁目の数字は連続しない。 

連続していない数字間の大小、数字間の間隔の長さは特に意味を持たない。 

 

   

２．科目ナンバリングの確認方法及び活用方法 

   ・各授業科目のナンバリングコードは、学生便覧で確認してください。 

  ・平成29年度からは、シラバス及び成績確認表でナンバリングコードを確認できる予定です。 
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満たすものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。） 

 （転 入 学） 

第14条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第10条の規定に

かかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

 （再 入 学） 

第15条 本学を第45条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を

志望する者があるときは，第10条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経

て，入学を許可することがある。 

 （入学志願） 

第16条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証 

明書及び別に指定する書類を提出しなければならない。 

２ 既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当

する額を還付するものとする。 

 (1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力

検査その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった

者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

 (2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入試センター試験において受

験することを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明し

た者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

 (3) 検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申

し出たとき。 

 (4) 検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を

申し出たとき。 

 （入学者選抜） 

第16条の2 入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

（入学手続） 

第17条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければな

らない。 

２ 既納の入学料は，還付しない。 

 （入学料の免除） 

第18条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全額又は半額を免除する

ことがある。 

２ 入学料の免除の取扱いについては，別に定める。 

 （入学料の徴収猶予等） 

第19条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶

予することがある。 

２ 前条第１項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又

は徴収猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。 

３ 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者（次項によ

り徴収猶予の申請をした者を除く。）は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を

告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 



ナンバリングコード一覧

高度教養科目

1桁目 2桁目
3，4
桁目

5桁目
6，7
桁目

Introduction to Mathematics S 1 SC 5 01

Introduction to Physics S 1 SC 5 03

Introduction to Chemistry S 1 SC 5 05

Introduction to Biology S 1 SC 5 07

Introduction to Planetology S 1 SC 5 09

表面と触媒の科学 S 1 SC 5 11

脳科学 S 1 SC 5 13

地球および惑星大気科学 S 1 SC 5 15

高度教養セミナー理学部 S 1 SC 5 31

高度教養セミナー理学部数学入門 S 1 SC 5 21

高度教養セミナー理学部物理学入門 S 1 SC 5 23

高度教養セミナー理学部化学入門 S 1 SC 5 25

高度教養セミナー理学部生物学入門 S 1 SC 5 27

高度教養セミナー理学部惑星学入門 S 1 SC 5 29

授業科目名
科目ナンバー
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４ 入学料の免除を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者が，第１項に規定する徴収猶

予を受けようとする場合は，免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以

内に徴収猶予の申請を行わなければならない。 

５ 入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。 

 （死亡等による入学料の免除） 

第20条 前条第１項又は前条第２項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内

において死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全額を免除する。 

２ 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が，前条第３

項に規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第１号

の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。 

 （宣  誓） 

第21条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。 

 

       第２節 修業年限，教育課程，課程の履修等 

 

 （修業年限） 

第22条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，本学に３年以上在学した者（施行規則第149条

に規定する者を含む。）が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したも

のと認められ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。 

２ 前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。 

３ 医学部医学科については，第１項の規定にかかわらず，その修業年限は６年とする。 

４ 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教

育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な

履修を認めることができる。 

５ 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （修業年限の通算） 

第23条 科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）として本学において一定の単位を修得した

者が本学に入学する場合においては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと

認められるときは，教授会の議を経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限

の２分の１を超えない期間を修業年限に通算することができる。 

 （在学年限） 

第24条 学生は，修業年限の２倍を超えて在学することはできない。 

２ 第22条第４項の規定により履修を認められた学生（以下「長期履修学生」という。）の在学年

限については，関係の学部規則で定める。 

 （教育課程） 

第25条 学部は，本学，学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を次条第１

項に定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

 （授業科目の区分） 

第26条 授業科目の区分は，次のとおりとする。 

  基礎教養科目 

  総合教養科目 



　数学科 　数学専攻

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

解析学序論Ⅰa S 1 MA 1 31 前期課程
解析学序論Ⅰb S 1 MA 1 32 　解析学Ⅰ S 2 MA 6 01

解析学序論Ⅱa S 1 MA 1 33 　解析学Ⅱ S 2 MA 6 03

解析学序論Ⅱb S 1 MA 1 34 　代数学 S 2 MA 6 05

初年次セミナー S 1 MA 1 00 　幾何学 S 2 MA 6 07

数学入門 S 1 MA 1 02 　表現論 S 2 MA 6 09

数学演義 S 1 MA 1 04 　計算情報数学 S 2 MA 6 11

数学要論Ⅰa S 1 MA 1 06 　確率論 S 2 MA 6 13

数学要論Ⅰb S 1 MA 1 07 　解析数理特論Ⅰ S 2 MA 7 01

数学要論Ⅱ・同演習 S 1 MA 2 01 　解析数理特論Ⅱ S 2 MA 7 03

線形代数Ⅴ S 1 MA 2 15 　構造数理特論Ⅰ S 2 MA 7 05

解析学Ⅲ S 1 MA 2 31 　構造数理特論Ⅱ S 2 MA 7 07

解析学Ⅳ S 1 MA 2 35 　応用数理特論Ⅰ S 2 MA 7 09

解析学Ⅴ S 1 MA 2 32 　応用数理特論Ⅱ S 2 MA 7 11

解析学Ⅵ・同演習 S 1 MA 3 32 　総合演義Ⅰ S 2 MA 7 13

解析学Ⅶ S 1 MA 3 33 　総合演義Ⅱ S 2 MA 7 15

解析学Ⅷ S 1 MA 3 39 　科学英語 S 2 MA 7 17

関数論・同演習 S 1 MA 2 37 　数学講究Ⅰ S 2 MA 7 19

複素解析 S 1 MA 3 37 　数学講究Ⅱ S 2 MA 7 21

関数方程式論Ⅰ S 1 MA 4 37 　数学講究Ⅲ S 2 MA 7 23

関数方程式論Ⅱ S 1 MA 4 38 　数学講究Ⅳ S 2 MA 7 25

関数解析学Ⅰ S 1 MA 4 31

関数解析学Ⅱ S 1 MA 4 32 後期課程
代数学Ⅰ・同演習 S 1 MA 2 11 　解析数理特論Ⅲ S 3 MA 8 07

代数学Ⅱ S 1 MA 2 12 　解析数理特論Ⅳ S 3 MA 8 09

代数学Ⅲ・同演習 S 1 MA 3 11 　構造数理特論Ⅲ S 3 MA 8 11

代数学Ⅳ S 1 MA 3 12 　構造数理特論Ⅳ S 3 MA 8 13

代数学Ⅴ S 1 MA 4 11 　応用数理特論Ⅲ S 3 MA 8 15

幾何学Ⅰ・同演習 S 1 MA 2 21 　応用数理特論Ⅳ S 3 MA 8 17

幾何学Ⅱ・同演習 S 1 MA 3 21 　総合演義Ⅲ S 3 MA 8 03

幾何学Ⅲ S 1 MA 3 27 　総合演義Ⅳ S 3 MA 8 05

幾何学Ⅳ S 1 MA 3 22 　特定研究 S 3 MA 8 01

幾何学Ⅴ S 1 MA 4 21

確率論Ⅰ S 1 MA 3 41

確率論Ⅱ S 1 MA 4 41

計算数学Ⅰ・同演習 S 1 MA 3 47

計算数学Ⅱ S 1 MA 4 47

計算数学Ⅲ S 1 MA 4 49

表現論Ⅰ S 1 MA 3 17

表現論Ⅱ S 1 MA 4 17

数学講究 S 1 MA 4 00

科目ナンバー
授業科目名 授業科目名

科目ナンバー
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  外国語科目 

  情報科目 

  健康・スポーツ科学 

  高度教養科目 

  専門科目(専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。) 

  関連科目 

  資格免許のための科目 

  その他必要と認める科目 

２ 前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関

する科目を置くことができる。 

 （授業の方法） 

第27条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

行うものとする。 

２ 前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同

様とする。 

４ 第１項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設

以外の場所で行うことができる。 

５ 前４項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （履修方法及び試験） 

第28条 第26条第１項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関するこ

とは，各学部規則，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定。以下「履修規

則」という。）及び神戸大学国際教養教育院高度教養科目履修規程（平成28年３月22日制定）で

定める。 

２ 第26条第２項の規定により開設される授業科目(以下「日本語等授業科目」という。）及びそ

の履修方法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則（平

成16年４月１日制定）で定める。 

 （履修科目の登録の上限） 

第29条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得す

べき単位数について，学生が１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学

部規則において定めるものとする。 

２ 各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生について

は，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 （成績評価基準） 

第30条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示すると

ともに，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとす

る。 

 （単位の授与） 

第31条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験の上，単位を与える。ただし，第32条第４項



　物理学科

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

古典力学Ⅰ S 1 PH 1 01 特別研究Ａ（実験系） S 1 PH 4 94

古典力学Ⅱ S 1 PH 1 02 特別研究Ｂ（理論系） S 1 PH 4 96

初年次セミナー S 1 PH 1 80

剛体の力学 S 1 PH 1 03

解析力学Ⅰ S 1 PH 1 04

解析力学Ⅱ S 1 PH 2 05 前期課程
惑星学基礎Ⅰ-1 S 1 PH 1 11 物性論Ⅰ S 2 PH 6 00

惑星学基礎Ⅰ-2 S 1 PH 1 12 高エネルギー物理学Ⅰ S 2 PH 6 20

惑星学基礎Ⅱ-1 S 1 PH 1 13 理論物理学Ⅰ S 2 PH 6 60

惑星学基礎Ⅱ-2 S 1 PH 1 14 量子ダイナミクスⅠ S 2 PH 6 30

現代物理学Ⅰ S 1 PH 1 91 量子ダイナミクスⅡ S 2 PH 6 32

現代物理学Ⅱ S 1 PH 1 92 低温物性学 S 2 PH 6 02

古典電磁気学Ⅰ S 1 PH 1 21 極限物性学 S 2 PH 6 04

古典電磁気学Ⅱ S 1 PH 1 22 電子物性学 S 2 PH 6 06

電磁気学Ⅰ S 1 PH 2 23 素粒子実験学Ⅰ S 2 PH 6 22

電磁気学Ⅱ S 1 PH 2 24 素粒子実験学Ⅱ S 2 PH 6 24

電磁気学Ⅲ S 1 PH 2 25 素粒子実験学Ⅲ S 2 PH 6 26

熱統計物理学 S 1 PH 2 31 素粒子実験学Ⅳ S 2 PH 6 28

惑星流体力学1 S 1 PH 2 07 素粒子理論Ⅰ S 2 PH 6 40

惑星流体力学2 S 1 PH 2 08 素粒子理論Ⅱ S 2 PH 6 42

統計物理学Ⅰ S 1 PH 3 32 宇宙論Ⅰ S 2 PH 6 44

統計物理学Ⅱ S 1 PH 3 33 宇宙論Ⅱ S 2 PH 6 46

統計物理学Ⅲ S 1 PH 3 34 量子物性Ⅰ S 2 PH 6 70

統計物理学Ⅳ S 1 PH 3 35 量子物性Ⅱ S 2 PH 6 72

解析学Ⅲ S 1 PH 2 99 科学英語 S 2 PH 6 90

物理数学Ⅰ S 1 PH 2 15 論文講究Ⅰ S 2 PH 7 01

物理数学Ⅱ S 1 PH 2 16 論文講究Ⅱ S 2 PH 7 02

物理数学Ⅲ S 1 PH 3 17 特定研究Ⅰ S 2 PH 7 11

物理数学Ⅳ S 1 PH 3 18 特定研究II S 2 PH 7 12

量子力学Ⅰ S 1 PH 3 41

量子力学Ⅱ S 1 PH 3 42 後期課程
量子力学Ⅲ S 1 PH 3 43 物性論Ⅱ S 3 PH 8 02

量子力学Ⅳ S 1 PH 3 44 物性論Ⅲ S 3 PH 8 04

物理学情報処理演習 S 1 PH 2 50 高エネルギー物理学Ⅱ S 3 PH 8 50

特殊相対性理論 S 1 PH 2 70 高エネルギー物理学Ⅲ S 3 PH 8 52

電磁力学 S 1 PH 3 27 理論物理学Ⅱ S 3 PH 8 62

宇宙物理学 S 1 PH 3 72 理論物理学Ⅲ S 3 PH 8 64

一般相対性理論 S 1 PH 3 74 特定研究 S 3 PH 8 14

物性物理学Ⅰ S 1 PH 3 61

物性物理学Ⅱ S 1 PH 3 62

素粒子物理学 S 1 PH 3 76

物理実験学 S 1 PH 2 52

物理学実験Ⅰ S 1 PH 2 53

物理学実験Ⅱ S 1 PH 2 54

物理学実験Ⅲ S 1 PH 3 55

物理学実験Ⅳ S 1 PH 3 56

物理学実験Ⅴ S 1 PH 3 57

物理学実験Ⅵ S 1 PH 3 58

先端物理学 S 1 PH 4 78

授業科目名
科目ナンバー

授業科目名
科目ナンバー

物理学専攻
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の授業科目については，各学部規則で定める方法により学修の成果を評価して単位を与えること

ができる。 

 （単位の基準） 

第32条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時

間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。 

 (1) 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業を

もって１単位とする。 

 (2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で各学部規則で定める時間の

授業をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業につい

ては，当該学部規則で定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

 (3) 一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う

場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して各学部規則で定め

る時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項各号の規定にかかわらず，全学共通授業科目（履修規則で定める全学に共通する授業科目

をいう。）については，次の基準により単位数を計算するものとする。 

 (1) 講義については，15時間の授業をもって１単位とする。 

 (2) 演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。 

 (3) 一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う

場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して別に定める時間の

授業をもって１単位とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず,日本語等授業科目については,30時間の授業をもって１単位とす

る。 

４ 第１項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，研究指導等の授業科目については，これら

の学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修

等を考慮して，単位数を各学部規則で定めることができる。 

 （他学部の授業科目の履修） 

第33条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部長を経て，

当該学部長の許可を受けなければならない。 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修） 

第34条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。）

との協定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定に基づか

ずに学生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

３ 前２項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60単位を超えない範囲で本学

において修得したものとみなすことがある。 

４ 前３項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課

程における授業科目を我が国において履修させる場合について準用する。 

５ 前４項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。 



　化学科

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

初年次セミナー S 1 CH 1 00 有機合成化学1 S 1 CH 3 58

物理化学基礎 S 1 CH 1 10 有機合成化学2 S 1 CH 3 59

化学熱力学Ⅰ-1 S 1 CH 1 12 生物化学Ⅰ-1 S 1 CH 2 60

化学熱力学Ⅰ-2      S 1 CH 1 13 生物化学Ⅰ-2 S 1 CH 2 61

化学熱力学Ⅱ-1 S 1 CH 2 10 生物化学Ⅱ-1 S 1 CH 3 60

化学熱力学Ⅱ-2 S 1 CH 2 11 生物化学Ⅱ-2 S 1 CH 3 61

化学熱力学演習 S 1 CH 2 12 生物化学Ⅲ-1 S 1 CH 3 62

化学熱力学Ⅲ-1 S 1 CH 3 10 生物化学Ⅲ-2 S 1 CH 3 63

化学熱力学Ⅲ-2 S 1 CH 3 11 化学実験Ⅰ          S 1 CH 3 70

化学反応論1 S 1 CH 3 12 化学実験Ⅱ          S 1 CH 3 71

化学反応論2 S 1 CH 3 13 計算機化学実験      S 1 CH 3 72

表面化学1 S 1 CH 3 15 特別研究 S 1 CH 4 80

表面化学2 S 1 CH 3 16

量子化学Ⅰ-1 S 1 CH 2 20

量子化学Ⅰ-2 S 1 CH 2 21

量子化学Ⅱ-1 S 1 CH 2 22 前期課程
量子化学Ⅱ-2 S 1 CH 2 23 物理化学Ⅰ S 2 CH 6 10

量子化学演習 S 1 CH 2 22 物理化学Ⅱ S 2 CH 6 11

量子化学Ⅲ-1 S 1 CH 3 20 無機化学Ⅰ S 2 CH 6 30

量子化学Ⅲ-2 S 1 CH 3 21 無機化学Ⅱ S 2 CH 6 31

分子分光学1 S 1 CH 3 22 有機化学Ⅰ S 2 CH 6 50

分子分光学2 S 1 CH 3 23 有機化学Ⅱ S 2 CH 6 51

無機化学基礎1 S 1 CH 1 30 反応化学特論 S 2 CH 6 13

無機化学基礎2 S 1 CH 1 40 物性物理化学特論 S 2 CH 6 15

無機化学Ⅰ-1 S 1 CH 1 31 無機・分析化学特論 S 2 CH 6 33

無機化学Ⅰ-2 S 1 CH 1 32 溶液化学・生物無機化学特論 S 2 CH 6 35

無機化学Ⅱ-1 S 1 CH 2 30 有機化学特論 S 2 CH 6 53

無機化学Ⅱ-2 S 1 CH 2 31 生物化学特論 S 2 CH 6 55

無機化学Ⅲ-1 S 1 CH 2 32 構造解析学 S 2 CH 6 17

無機化学Ⅲ-2 S 1 CH 2 33 理論生物化学 S 2 CH 6 57

固体化学1 S 1 CH 3 30 科学英語 S 2 CH 6 60

固体化学2 S 1 CH 3 31 論文講究Ⅰ S 2 CH 6 70

無機分析化学演習 S 1 CH 3 34 論文講究Ⅱ S 2 CH 7 71
特別講義 無機機能化学1 S 1 CH 3 38 特定研究Ⅰ S 2 CH 6 80
特別講義 無機機能化学2 S 1 CH 3 39 特定研究Ⅱ S 2 CH 7 81

分析化学Ⅰ-1 S 1 CH 2 40

分析化学Ⅰ-2 S 1 CH 2 41 後期課程
分析化学Ⅱ-1 S 1 CH 3 40 物理化学特論Ⅰ S 3 CH 8 10

分析化学Ⅱ-2 S 1 CH 3 41 物理化学特論Ⅱ S 3 CH 8 11

溶液化学1 S 1 CH 3 44 無機化学特論Ⅰ S 3 CH 8 30

溶液化学2 S 1 CH 3 45 無機化学特論Ⅱ S 3 CH 8 31

有機化学基礎1 S 1 CH 1 50 有機化学特論Ⅰ S 3 CH 8 50

有機化学基礎2 S 1 CH 1 51 有機化学特論Ⅱ S 3 CH 8 51

有機化学Ⅰ-1 S 1 CH 1 52 構造解析学特論 S 3 CH 8 17

有機化学Ⅰ-2 S 1 CH 1 53 理論生物化学特論 S 3 CH 8 57

有機化学Ⅱ-1 S 1 CH 2 50 特定研究 S 3 CH 8 80

有機化学Ⅱ-2 S 1 CH 2 51

有機化学Ⅲ-1 S 1 CH 2 52

有機化学Ⅲ-2 S 1 CH 2 53

有機構造化学1 S 1 CH 3 54

有機構造化学2 S 1 CH 3 55

有機化学演習 S 1 CH 3 50

授業科目名
科目ナンバー

授業科目名
科目ナンバー

化学専攻
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 （休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い） 

第34条の2 教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大

学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したもの

とみなすことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生が休学期

間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単

位を，本学において修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第３項及び第４項により本学

において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

４ 前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第35条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修

その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与える

ことができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は，第34条第３項及び第４項並びに前条第１項及び第２

項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

３ 前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第36条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国の大学又

は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修

得した単位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後の本学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，

本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及び

再入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第34条第３項及び第４

項，第34条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学において修得したものとみなし，

又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

４ 前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

 （編入学，転入学，再入学者の修業年数等） 

第37条 第13条から第15条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及びそ

の単位については，教授会の議を経て，これを定める。 

 （転 学 部） 

第38条 学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教

授会の議を経て，許可することがある。 

 （転 学 科） 

第39条 学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがあ

る。 

 

       第３節 留学及び休学 

 



　生物学科 　

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

初年次セミナー S 1 BI 1 01 生物学演習C S 1 BI 3 73
細胞生物学基礎1 S 1 BI 1 55 生物学演習D S 1 BI 3 74
細胞生物学基礎2 S 1 BI 1 56 生物学実験ⅠＡ S 1 BI 2 81
生化学基礎1 S 1 BI 1 58 生物学実験ⅠＢ S 1 BI 2 82
生化学基礎2 S 1 BI 1 59 生物学実験ⅡＡ S 1 BI 3 81
進化系統学基礎1 S 1 BI 1 61 生物学実験ⅡＢ S 1 BI 3 82
進化系統学基礎2 S 1 BI 1 62 生物学実験ⅡＣ S 1 BI 3 83
生態学基礎1 S 1 BI 1 64 生物学実験ⅢＡ S 1 BI 3 84
生態学基礎2 S 1 BI 1 65 生物学実験ⅢＢ S 1 BI 3 85
動物生理学基礎1 S 1 BI 1 67 生物学実験ⅢＣ S 1 BI 3 86
動物生理学基礎2 S 1 BI 1 68 野外実習Ⅰ S 1 BI 1 91
植物生理学基礎1 S 1 BI 1 70 野外実習Ⅱ S 1 BI 3 92
植物生理学基礎2 S 1 BI 1 71 臨海実習Ⅰ S 1 BI 1 94
発生遺伝学基礎1 S 1 BI 2 11 臨海実習Ⅱ S 1 BI 2 95
発生遺伝学基礎2 S 1 BI 2 12 公開臨海実習 S 1 BI 1 97
分子生物学基礎1 S 1 BI 2 14 特別研究Ａ S 1 BI 4 11
分子生物学基礎2 S 1 BI 2 15 特別研究Ｂ S 1 BI 4 12
動物生態学1 S 1 BI 2 21
動物生態学2 S 1 BI 2 22
生物システム論1 S 1 BI 2 24
生物システム論2 S 1 BI 2 25 前期課程
植物構造生理学1 S 1 BI 2 27 生体分子機構概論Ⅰ S 2 BI 6 11
植物構造生理学2 S 1 BI 2 28 生体分子機構概論Ⅱ S 2 BI 6 13
海洋生物学1 S 1 BI 2 30 生命情報伝達概論Ⅰ S 2 BI 6 21
海洋生物学2 S 1 BI 2 31 生命情報伝達概論Ⅱ S 2 BI 6 23
分子生物学1 S 1 BI 3 11 生物多様性概論Ⅰ S 2 BI 6 31
分子生物学2 S 1 BI 3 12 生物多様性概論Ⅱ S 2 BI 6 33
細胞構築論1 S 1 BI 3 14 生理学特論Ⅰ S 2 BI 7 11
細胞構築論2 S 1 BI 3 15 生理学特論Ⅱ S 2 BI 7 13
神経生理学1 S 1 BI 3 17 細胞生物学特論 S 2 BI 7 15
神経生理学2 S 1 BI 3 18 神経生物学特論 S 2 BI 7 17
神経細胞生物学1 S 1 BI 3 20 生化学特論Ⅰ S 2 BI 7 21
神経細胞生物学2 S 1 BI 3 21 生化学特論Ⅱ S 2 BI 7 23
神経行動学1 S 1 BI 3 23 分子遺伝学特論 S 2 BI 7 25
神経行動学2 S 1 BI 3 24 情報伝達機構特論 S 2 BI 7 27
行動分子生理学1 S 1 BI 3 26 系統分類学特論 S 2 BI 7 31
行動分子生理学2 S 1 BI 3 27 生態学特論 S 2 BI 7 33
植物環境生理学1 S 1 BI 3 29 発生生物学特論Ⅰ S 2 BI 7 41
植物環境生理学2 S 1 BI 3 30 生物制御科学特論Ⅰ S 2 BI 7 51
植物分子発生学1 S 1 BI 3 32 科学英語 S 2 BI 7 01
植物分子発生学2 S 1 BI 3 33 論文講究Ⅰ S 2 BI 7 71
植物ゲノム学1 S 1 BI 3 35 論文講究Ⅱ S 2 BI 7 73
植物ゲノム学2 S 1 BI 3 36 特定研究Ⅰ S 2 BI 7 81
分子細胞情報学1 S 1 BI 3 38 特定研究Ⅱ S 2 BI 7 83
分子細胞情報学2 S 1 BI 3 39
形態形成論1 S 1 BI 3 41 後期課程
形態形成論2 S 1 BI 3 42 生体分子機構特論Ⅰ S 3 BI 8 11
分子遺伝学1 S 1 BI 3 44 生体分子機構特論Ⅱ S 3 BI 8 13
分子遺伝学2 S 1 BI 3 45 生命情報伝達特論Ⅰ S 3 BI 8 21
遺伝情報機能論1 S 1 BI 3 47 生命情報伝達特論Ⅱ S 3 BI 8 23
遺伝情報機能論2 S 1 BI 3 48 生物多様性特論Ⅰ S 3 BI 8 31
環境解析学1 S 1 BI 3 50 生物多様性特論Ⅱ S 3 BI 8 33
環境解析学2 S 1 BI 3 51 発生生物学特論Ⅱ S 3 BI 8 41
生物学演習A S 1 BI 3 71 生物制御科学特論Ⅱ S 3 BI 8 51
生物学演習B S 1 BI 3 72 特定研究 S 3 BI 8 61

授業科目名
科目ナンバー

授業科目名
科目ナンバー

生物学専攻
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 （留  学） 

第40条 第34条第１項又は第２項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者

は，所属学部長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けて留学した期間は，第22条の修業年限に算入するものとする。 

 （休学の許可） 

第41条 学生が，疾病その他の理由により，３か月以上修学を休止しようとするときは，所属学部

長の許可を得て休学することができる。 

２ 前項の休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，

更に１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間

が満了した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

第41条の2 前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第60条第1項の規定により医

学研究科博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができる。 

２ 前項の休学期間は，４年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長

は，更に１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る

期間が満了した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

 （休学の解除） 

第42条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学すること

ができる。 

 （休学の命令） 

第43条 学生で，疾病により３か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるとき

は，学部長の申請により，学長が休学を命ずる。 

 （休学期間の取扱い） 

第44条 休学の期間は，通算して3年を超えることはできない。ただし，第41条の2に規定する学生

の休学期間の通算については，８年を限度として，医学部において別に定める。 

２ 休学期間は，在学年数に算入しない。 

 

       第４節 退学及び除籍 

 

 （退  学） 

第45条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受けな

ければならない。 

 （疾病等による除籍） 

第46条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の申

請により，学長がこれを除籍する。 

 （入学料等未納による除籍） 

第47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。 

 (1) 第18条又は第19条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは徴

収猶予が不許可になったもの又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その者に

係る納付すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。 

 (2) 授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないと

き。 



惑星学科

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

1桁
目

2桁
目

3，4
桁目

5桁
目

6，7
桁目

初年次セミナー S 1 WA 1 01 固体地球物理学Ⅰ-1 S 1 WA 3 26

惑星学概論Ⅰ-1 S 1 WA 1 03 固体地球物理学Ⅰ-2 S 1 WA 3 27

惑星学概論Ⅰ-2 S 1 WA 1 04 固体地球物理学Ⅱ-1 S 1 WA 3 31

惑星学概論Ⅱ-1 S 1 WA 1 05 固体地球物理学Ⅱ-2 S 1 WA 3 32

惑星学概論Ⅱ-2 S 1 WA 1 06 惑星流体力学1 S 1 WA 3 36

古典力学Ⅰ S 1 PH 1 01 惑星流体力学2 S 1 WA 3 37

古典力学Ⅱ S 1 PH 1 02 惑星物質科学1 S 1 WA 3 41

古典電磁気学Ⅰ S 1 PH 1 21 惑星物質科学2 S 1 WA 3 42

古典電磁気学Ⅱ S 1 PH 1 22 大気科学1 S 1 WA 3 46

惑星学基礎Ⅰ-1 S 1 WA 1 11 大気科学2 S 1 WA 3 47

惑星学基礎Ⅰ-2 S 1 WA 1 12 惑星物理学1 S 1 WA 3 56

惑星学基礎Ⅰ演習 S 1 WA 1 15 惑星物理学2 S 1 WA 3 57

惑星学基礎Ⅱ-1 S 1 WA 1 31 野外調査実習 S 1 WA 3 80

惑星学基礎Ⅱ-2 S 1 WA 1 32 野外調査実習 1 WA 3 80

惑星学基礎Ⅱ演習 S 1 WA 1 35 海上観測実習 S 1 WA 3 90

惑星学基礎Ⅲ-1 S 1 WA 2 31 海上観測実習 1 WA 3 90

惑星学基礎Ⅲ-2 S 1 WA 2 32 特別研究 S 1 WA 4 20

惑星学基礎Ⅲ演習 S 1 WA 2 35 特別講義 S 1 WA 4 30

惑星学基礎Ⅳ-1 S 1 WA 2 41

惑星学基礎Ⅳ-2 S 1 WA 2 42

惑星学基礎Ⅳ演習 S 1 WA 2 45

惑星学基礎Ⅴ-1 S 1 WA 2 51

惑星学基礎Ⅴ-2 S 1 WA 2 52 前期課程
惑星学基礎Ⅴ演習 S 1 WA 2 55 惑星学要論 S 2 WA 6 01

惑星物理学基礎Ⅰ-1 S 1 WA 1 21 惑星学詳論Ⅰ-1 S 2 WA 6 11

惑星物理学基礎Ⅰ-2 S 1 WA 1 22 惑星学詳論Ⅰ-2 S 2 WA 6 12

惑星物理学基礎Ⅱ-1 S 1 WA 1 41 惑星学詳論Ⅰ-3 S 2 WA 6 16

惑星物理学基礎Ⅱ-2 S 1 WA 1 42 惑星学詳論Ⅱ-1 S 2 WA 6 21

惑星物理学基礎Ⅲ-1 S 1 WA 3 11 惑星学詳論Ⅱ-2 S 2 WA 6 26

惑星物理学基礎Ⅲ-2 S 1 WA 3 12 惑星学詳論Ⅲ-1 S 2 WA 6 31

地球物質科学1 S 1 WA 2 61 惑星学詳論Ⅲ-2 S 2 WA 6 36

地球物質科学2 S 1 WA 2 62 惑星学詳論Ⅲ-3 S 2 WA 6 41

固体地球科学1 S 1 WA 2 66 惑星学詳論Ⅲ-4 S 2 WA 6 46

固体地球科学2 S 1 WA 2 67 科学英語１ S 2 WA 6 11

地球惑星進化学1 S 1 WA 2 71 科学英語２ S 2 WA 6 12

地球惑星進化学2 S 1 WA 2 72 惑星学通論１ S 2 WA 6 01

宇宙惑星科学1 S 1 WA 3 51 惑星学通論２ S 2 WA 6 03

宇宙惑星科学2 S 1 WA 3 52 惑星学通論３ S 2 WA 6 05

惑星学実験実習の基礎Ⅰ S 1 WA 2 01 惑星学通論４ S 2 WA 6 07

惑星学実験実習の基礎Ⅱ S 1 WA 2 02 論文講究Ⅰ S 2 WA 7 10

惑星学実習Ａ S 1 WA 3 01 論文講究Ⅱ S 2 WA 7 11

惑星学実習Ｂ S 1 WA 3 03 特定研究Ⅰ S 2 WA 7 15

惑星学実習Ｃ S 1 WA 3 05 特定研究Ⅱ S 2 WA 7 16

惑星学実習Ｄ S 1 WA 2 07

惑星学実習Ｅ1 S 1 WA 3 09 後期課程
惑星学実習Ｅ2 S 1 WA 3 11 惑星学特論１ S 3 WA 8 01

地質学Ⅰ-1 S 1 WA 3 16 惑星学特論２ S 3 WA 8 03

地質学Ⅰ-2 S 1 WA 3 17 惑星学特論３ S 3 WA 8 05

地質学Ⅱ-1 S 1 WA 3 21 惑星学特論４ S 3 WA 8 07

地質学Ⅱ-2 S 1 WA 3 22 特定研究 S 3 WA 8 30

授業科目名
科目ナンバー

授業科目名
科目ナンバー

惑星学専攻
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       第５節 卒業要件及び学士の学位 

 

 （卒業要件） 

第48条 卒業の要件は，第22条に定める期間在学し，124単位（医学部医学科にあっては，188単

位。以下同じ。）以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。 

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち，第27条第２項の授業の方法に

より修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし，124単位を超える単位数を卒業の

要件としている場合においては，同条第１項に規定する授業により64単位（医学部医学科にあっ

ては，128単位）以上を修得しているときは，60単位を超えることができることとする。 

 （学士の学位授与） 

第49条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位を

授与する。 

 

       第６節 授 業 料 

 

 （授業料の納期） 

第50条 授業料は，次の２期に分け，年額の２分の１に相当する額をそれぞれその納付期間中に納

付しなければならない。 

    期別            納付期間 

  前期（４月から９月まで） ４月１日から４月30日まで 

  後期（10月から３月まで） 10月１日から10月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料

を併せて納付することができる。 

３ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわらず，入学

を許可されるときに納付することができる。 

４ 第１項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する月

に納付しなければならない。 

５ 学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学する

期の納付期間内に納付しなければならない。 

６ 既納の授業料は，還付しない。ただし，第２項又は第３項の規定により授業料を納付した者

が，次の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料相

当額を還付するものとする。 

 (1) 第２項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第45

条の規定により退学した場合 後期分の授業料に相当する額 

 (2) 第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した

場合 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

 (3) 第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日

からの休学を申し出，第41条第１項の規定により休学を許可された場合 入学年度の前期分又

は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

 （授業料の免除） 


